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北朝鮮による拉致問題について
考えてみましょう
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※携帯電話・スマートフォンで過去
発行分の閲覧が可能。こちらから⇒

北朝鮮による拉致問題とは

私たちにできること

毎年１２月１０日～１６日は「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」


